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資料１－①

東葛地区タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（一部改正案）

制定 平成２１年１１月２５日

一部改正 平成２２年 １月２８日

一部改正 平成２３年１１月２９日

（目 的）

第１条 東葛地区タクシー事業適正化・活性化協議会（以下「協議会」とい

う。）は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下「法」とい

う。）の規定に基づき、東葛交通圏（以下「特定地域」という。）の関係

者の自主的な取組を中心として、当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送

事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進するこ

とにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。）が、地

域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる

地域計画の作成等を行うために設置するものとする。

（定 義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者

をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車

をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタク

シー事業者の組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織す

る団体をいう。

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身

近な団体又は組織の代表者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

（１）地域計画の作成

（２）次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整
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① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当

該事業の関係者の招集

② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要

な協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る

連絡調整

（３）特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次

に掲げる事項の協議

① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、以下（１）から（６）の種別毎に次に掲げる者と

し、任期は平成２４年９月３０日までとする。

（注） （１）～（５）は、法第８条第１項に規定する構成員、（６）

は、同第２項に規定する構成員。

（１）千葉運輸支局長

（２）関係地方公共団体の長

① 千葉県総合企画部交通計画課長

② 松戸市長

③ 野田市長

④ 柏市長

⑤ 流山市長

⑥ 我孫子市長

（３）タクシー事業者等

① 一般社団法人千葉県タクシー協会長

② 千葉県個人タクシー協会長

③ 合同タクシー株式会社 代表取締役社長

③ 小金タクシー有限会社 代表取締役社長

④ 有限会社北柏交通 代表取締役社長

（４）労働組合等

全国自動車交通労働組合総連合会を代表する者

（５）地域住民

① 松戸商工会議所会頭

② 柏商工会議所会頭

（６）その他協議会が必要と認める者

① 千葉県警察本部交通部交通指導課長

② 千葉県警察本部交通部交通規制課長
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③ 柏労働基準監督署長

④ 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長

⑤ 千葉県タクシー運転者登録センター所長

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を

代理する。

５ 協議会には事務局を設置する。

６ 事務局に事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告す

る。

７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

８ 事務局長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

９ 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものと

する。

また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

10 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

るとおりとする。

（１）会長の選出を議決する場合

法第８条第１項に掲げる協議会の構成員のうちタクシー事業者等及

び労働組合等は、それぞれ種別毎に１個の議決権を与え、法第８条第

１項及び第２項に掲げる協議会の構成員のうち関係行政機関は、行政

機関毎に１個の議決権を与え、その他構成員については、各自１個の

議決権を与えることとし、議決は過半数以上に当たる多数をもって行

う。

（２）設置要綱の変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 千葉運輸支局長が合意していること。

② 協議会の構成員である地方公共団体の長が全て合意しているこ

と。

③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者の特定地域

内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成

員であるタクシー事業者が当該特定地域内の営業所に配置するタク

シー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員と

なっているタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシ
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ー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構

成員となっているタクシー事業者が当該特定地域内の営業所に配置

するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意しているこ

と。

⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意しているこ

と。

⑦ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意して

いること。

（３）地域計画を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① （２）①から⑥までに掲げる要件を満たしていること。

② 地域計画に合意したタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置

するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置

されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意していること。

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除

く。）の過半数が合意していること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定

められた事業の実施主体とされたものが合意していること。

（４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合

（１）の議決方法をもって決することとする。

11 協議会は、定期的に開催することとする。また、会長は、必要に応じ

て、協議会を開催することができるものとし、協議会の構成員は、会長に

対して協議会の開催を要求することができるものとする。

12 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協

議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えるこ

とができる。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要となる事項

は、会長が協議会に諮り定める。



資料２

特定地域におけるタクシー事業の
適正化及び活性化の推進について

（東葛・千葉・北総・市原地区）（東葛・千葉・北総・市原地区）

Ⅰ．特定事業計画の進捗状況 ・・・・・・ P  1 ～ P  8
Ⅱ．適正化の進捗状況 ・・・・・・・・・・・・ P  9 ～ P43
Ⅲ．活性化に向けた取り組み状況 ・・・ P44 ～ P51



Ⅰ．特定事業計画の進捗状況

－１－



１．特定事業計画の申請・認定状況（東葛・千葉・北総・市原地区）１．特定事業計画の申請・認定状況（東葛・千葉・北総・市原地区）

法人タクシー

事業者数 減車数 休車数

事業者数
(H23.6末)

特定事業計画認定

営業区域
運送法によ
る減車数

基準車両数
①

申請された
減・休車が
すべて実施
された場合
の車両数

②

減車率
②／①

地域計画

平成２３年６月３０日現在

適正車両数
適正車両数と

基準車両数との乖離

認定
事業者数

うち事業再構築を定めた者

－２－

東葛交通圏 40 40 28 66 7 46 1,246 1,127 9.6% 900～1,000 約19％～27％

千葉交通圏 46 46 15 47 1 128 1,532 1,356 11.5% 1,000～1,100 約28％～35％

北総交通圏 42 42 14 24 0 47 798 727 8.9% 550～600 約24％～31％

市原交通圏 17 17 7 15 0 25 441 401 9.1% 300～350 約20％～32％



２．特定事業の項目ごとの認定状況（東葛地区）２．特定事業の項目ごとの認定状況（東葛地区）

法人タクシー

平成２３年６月３０日現在
No 特　定　事　業

1 禁煙タクシーに関する指導・教育の徹底 24 者
2 さわやかタクシー運動の充実・拡大 22 者
3 シートベルト着用の指導徹底 20 者
4 乗り場におけるポーター配置によるドアサービス等の実施 10 者
5 セーフティードライバーコンテストの参加 10 者
6 運転者適性診断の受診促進 9 者
7 乗務員の服装の整備・点検 7 者
8 アルコールチェッカーの導入 7 者
9 エコドライブ運動の推進 7 者

10 主要なタクシー乗り場等の街頭指導の推進 5 者

事業者数（重複あり）

－３－

11 サービス向上のための教育・研修の充実 3 者
12 安全運転講習会の受講 3 者
13 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換などによる効率性の向上とこれに伴う１両当たりの生産性の向上 3 者
14 デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車 2 者
15 映像記録型ドライブレコーダーの導入 2 者
16 ドライブレコーダー・デジタルタコメーター等を活用した事故防止教育の実施 2 者
17 デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車（再掲） 2 者
18 ＧＰＳ技術等を利用した車両滞留防止への取組み 1 者
19 電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード決済器の導入 1 者
20 早朝予約の積極受注の推進 1 者
21 チャイルドシートの導入 1 者
22 ハイグレード車の導入 1 者
23 子育て支援タクシーの運行 1 者
24 デジタルタコグラフの導入 1 者
25 交通事故ゼロ運動等の実施 1 者
26 アイドリングストップ車の導入 1 者
27 タクシー乗り場及び周辺における美化の推進 1 者
28 デジタルタコグラフの活用など運行管理の徹底による労働時間の短縮 1 者
29 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換等による長時間労働の改善 1 者



２．特定事業の項目ごとの認定状況（千葉地区）２．特定事業の項目ごとの認定状況（千葉地区）

法人タクシー

平成２３年６月３０日現在
No 特　定　事　業

1 乗務員の服装の整備・点検 23 者
2 禁煙タクシーに関する指導・教育の徹底 22 者
3 さわやかタクシー運動の充実・拡大 21 者
4 シートベルト着用の指導徹底 14 者
5 運転者適性診断の受診促進 9 者
6 サービス向上のための教育・研修の充実 8 者
7 主要なタクシー乗り場等の街頭指導の推進 7 者
8 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換などによる効率性の向上とこれに伴う１両当たりの生産性の向上 5 者

事業者数（重複あり）

－４－

8 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換などによる効率性の向上とこれに伴う１両当たりの生産性の向上 5 者
9 デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車 4 者

10 アルコールチェッカーの導入 4 者
11 エコドライブ運動の推進 4 者
12 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換等による長時間労働の改善 4 者
13 デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車（再掲） 4 者
14 ドライブレコーダー・デジタルタコメーター等を活用した事故防止教育の実施 3 者
15 アイドリングストップ車の導入 2 者
16 短距離、ワンメーターを歓迎する運転者教育及び気軽な利用を呼びかける利用者へのＰＲ 1 者
17 ＧＰＳ技術等を利用した車両滞留防止への取組み 1 者
18 事業者における自社WEBサイトの開設 1 者
19 映像記録型ドライブレコーダーの導入 1 者
20 安全運転講習会の受講 1 者
21 ハイブリッド車、ＥＶ車等低公害車の導入促進 1 者
22 タクシー乗り場及び周辺における美化の推進 1 者
23 車両・部品・燃料などの共同購入等による経費の圧縮 1 者



２．特定事業の項目ごとの認定状況（北総地区）２．特定事業の項目ごとの認定状況（北総地区）

法人タクシー

平成２３年６月３０日現在
No 特　定　事　業

1 シートベルト着用の指導徹底 36 者
2 禁煙タクシーに関する指導・教育の徹底 14 者
3 さわやかタクシー運動の充実・拡大 13 者
4 乗務員の服装の整備・点検 11 者
5 エコドライブ運動の推進 8 者
6 アイドリングストップ車の導入 5 者

事業者数（重複あり）

－５－

6 アイドリングストップ車の導入 5 者
7 主要なタクシー乗り場等の街頭指導の推進 5 者
8 サービス向上のための教育・研修の充実 4 者
9 運転者適性診断の受診促進 4 者

10 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換等による長時間労働の改善 3 者
11 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換などによる効率性の向上とこれに伴う１両当たりの生産性の向上 3 者
12 ハイグレード車の導入 2 者
13 ドライブレコーダー・デジタルタコメーター等を活用した事故防止教育の実施 2 者
14 デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車 1 者
15 カーナビの導入 1 者
16 映像記録型ドライブレコーダーの導入 1 者
17 安全運転講習会の受講 1 者
18 デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車（再掲） 1 者



２．特定事業の項目ごとの認定状況（市原地区）２．特定事業の項目ごとの認定状況（市原地区）

法人タクシー

平成２３年６月３０日現在
No 特　定　事　業

1 禁煙タクシーに関する指導・教育の徹底 16 者
2 乗務員の服装の整備・点検 16 者
3 サービス向上のための教育・研修の充実 16 者
4 さわやかタクシー運動の充実・拡大 4 者
5 安全運転講習会の受講 4 者
6 シートベルト着用の指導徹底 2 者

事業者数（重複あり）

－６－

6 シートベルト着用の指導徹底 2 者
7 エコドライブ運動の推進 2 者
8 デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車 1 者
9 ＧＰＳ技術等を利用した車両滞留防止への取組み 1 者

10 早朝予約の積極受注の推進 1 者
11 アルコールチェッカーの導入 1 者
12 運転者適性診断の受診促進 1 者
13 アイドリングストップ車の導入 1 者
14 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換等による長時間労働の改善 1 者
15 日勤勤務（一人一車）から隔日勤務への転換などによる効率性の向上とこれに伴う１両当たりの生産性の向上 1 者
16 デジタル式GPS-AVMの導入とそれを活用した効率的配車（再掲） 1 者



２．特定事業の項目ごとの認定状況（東葛地区）２．特定事業の項目ごとの認定状況（東葛地区）

個人タクシー

平成２３年６月３０日現在

事業者数１０２名（うち申請・認定事業者数１０２名）

№ 特　定　事　業

1 事業者の服装の整備・点検 102 者

2 交通事故ゼロ運動等の実施 102 者

3 さわやかタクシー運動の協力 102 者

事業者数（重複あり）

－７－

4 ＥＴＣ・カーナビの導入 4 者

5 映像記録型ドライブレコーダーの導入 4 者

6 電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード決済器の導入 3 者

7 マスターズ制度の充実及び参加の促進 1 者

8 接客サービス講習会の実施（期限更新講習会） 1 者

9 ハイブリット車、ＥＶ車等低公害車の導入促進 1 者



２．特定事業の項目ごとの認定状況（千葉地区）２．特定事業の項目ごとの認定状況（千葉地区）

個人タクシー

平成２３年６月３０日現在

事業者数３４５名（うち申請・認定事業者数３４４名）

№ 特　定　事　業

1 事業者の服装の整備・点検 344 者

2 交通事故ゼロ運動等の実施 344 者

3 さわやかタクシー運動の協力 344 者

事業者数（重複あり）

－８－

4 接客サービス講習会の実施（期限更新講習会） 125 者

5 映像記録型ドライブレコーダーの導入 33 者

6 電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード決済器の導入 10 者

7 ＥＴＣ・カーナビの導入 5 者

8 マスターズ制度の充実及び参加の促進 2 者

9 顧客満足度調査の実施と改善状況の把握 2 者

10 短距離、ワンメーターを歓迎する利用者へのＰＲ 2 者

11 割引運賃制度の導入 1 者



Ⅱ．適正化の進捗状況

－９－



１．事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（東葛地区）１．事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（東葛地区）

法人タクシー

1,246

1,200
1,181 1,173 1,168 1,166 1,165 1,162 1,158

1,145
1,128 1,128 1,127

1,100

1,200

1,300

－10－

800

900

1,000

適正車両数の範囲

1,000

900



１．事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（千葉地区）１．事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（千葉地区）

法人タクシー

1,532

1,408 1,408 1,399 1,385 1,380 1,378 1,372 1,371 1,369 1,368 1,356 1,356

1,300

1,400

1,500

1,600

－11－

900

1,000

1,100

1,200

適正車両数の範囲

1,100

1,000



１．事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（北総地区）１．事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（北総地区）

法人タクシー

798

755 755 754 751 743 739 739 739 736 735 731 727

700

800

900

600

550

－12－

500

600

700

適正車両数の範囲



１．事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（市原地区）１．事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（市原地区）

法人タクシー

350

441

418 418 414 414 414 414 413 410 407 407 405 401
400

500

適正車両数の範囲

350

300

－13－

200

300



２．各事業者ごとの事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（東葛地区）２．各事業者ごとの事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（東葛地区）

法人タクシー
平成２３年９月３０日現在

No 事業者名 交通圏 基準車両数 新規・増車数
減車数

（運送法）
減車数

（事業再構築）
認定後車両数 総減休車数 総減休車率

1 合同タクシー㈱ 東葛 121 0 0 14 107 14 11.6%
2 ﾏﾂﾄﾞﾀｸｼｰ㈱ｲｰｽﾀﾝ 東葛 103 0 6 5 92 11 10.7%
3 ㈱柏タクシー 東葛 91 0 5 6 80 11 12.1%
4 千葉タクシー㈱〔柏〕 東葛 76 0 5 4 67 9 11.8%
5 スタータクシー㈱ 東葛 50 0 3 3 44 6 12.0%
6 ㈱ダブリュｰタクシｰ 東葛 49 0 0 5 44 5 10.2%
7 ㈱櫟山交通 東葛 46 0 0 6 40 6 13.0%
8 丸正交通㈲ 東葛 38 0 2 2 34 4 10.5%
9 飛鳥交通千葉㈱ 東葛 37 0 2 3 32 5 13.5%
10 朝日自動車㈱ 東葛 37 0 2 0 35 2 5.4%
11 ㈲光ヶ丘タクシー 東葛 36 0 5 0 31 5 13.9%
12 今井タクシー㈲ 東葛 35 0 2 2 31 4 11.4%
13 富士タクシー㈲ 東葛 33 0 0 2 31 2 6.1%
14 ㈲北柏交通 東葛 31 0 0 0 31 0 0.0%
15 小金タクシー㈲ 東葛 30 0 0 2 28 2 6.7%

－14－

15 小金タクシー㈲ 東葛 30 0 0 2 28 2 6.7%
16 ㈲東葛運転代行社 東葛 29 0 0 4 25 4 13.8%
17 小金交通㈱ 東葛 28 0 0 3 25 3 10.7%
18 我孫子交通㈱ 東葛 27 0 1 2 24 3 11.1%
19 流山タクシー㈲ 東葛 26 0 0 1 25 1 3.8%
20 豊島交通㈱ 東葛 26 0 4 0 22 4 15.4%
21 ㈲東邦タクシー 東葛 25 0 0 2 23 2 8.0%
22 帝都あたごﾀｸｼｰ㈱ 東葛 25 0 2 2 21 4 16.0%
23 第一富士交通㈱ 東葛 25 0 0 3 22 3 12.0%
24 ㈲石原タクシー 東葛 24 0 0 2 22 2 8.3%
25 ㈲染谷交通 東葛 24 0 0 0 24 0 0.0%
26 沼南タクシー㈲ 東葛 22 0 0 2 20 2 9.1%
27 花嶋タクシー㈲ 東葛 19 0 1 1 17 2 10.5%
28 丸川タクシー㈲ 東葛 16 0 2 1 13 3 18.8%
29 ㈲富勢タクシー 東葛 15 0 2 0 13 2 13.3%
30 ㈲新登交通 東葛 14 0 0 1 13 1 7.1%
31 ㈲千代田観光 東葛 13 0 0 1 12 1 7.7%
32 ㈱ニュー東豊 東葛 13 0 1 2 10 3 23.1%
33 ㈲マイスター 東葛 10 0 0 1 9 1 10.0%
34 ㈲ニューアリビラ 東葛 10 0 2 0 8 2 20.0%
35 ひばり交通㈱ 東葛 10 0 1 1 8 2 20.0%
36 ㈲運河タクシー 東葛 9 0 0 0 9 0 0.0%
37 関宿交通㈲ 東葛 6 0 0 0 6 0 0.0%
38 北総交通㈱ 東葛 6 0 1 0 5 1 16.7%
39 A R M  T A X I㈱ 東葛 6 0 0 1 5 1 16.7%
40 三葉恒産㈱ 東葛 5 0 0 0 5 0 0.0%

 1,246 0 49 1,113 133 10.7%



２．各事業者ごとの事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（千葉地区）２．各事業者ごとの事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（千葉地区）

法人タクシー
平成２３年９月３０日現在

No 事業者名 交通圏 基準車両数 新規・増車数
減車数

（運送法）
減車数

（事業再構築）
認定後車両数 総減休車数 総減休車率

1 エミタスタクシー㈱ 千葉 178 0 14 6 158 20 11.2%
2 千葉構内タクシー㈱ 千葉 129 0 7 7 115 14 10.9%
3 ㈲稲毛構内タクシー 千葉 80 0 6 3 71 9 11.3%
4 富士タクシー㈱ 千葉 70 0 4 4 62 8 11.4%
5 小湊鉄道タクシー㈱ 千葉 63 0 9 0 54 9 14.3%
6 西千葉タクシー㈱ 千葉 60 0 3 4 53 7 11.7%
7 三ツ矢タクシー㈱ 千葉 53 0 3 4 46 7 13.2%
8 エスエストランスポート㈱ 千葉 48 0 6 0 42 6 12.5%
9 飛鳥交通千葉㈱ 千葉 48 0 3 3 42 6 12.5%
10 千葉タクシー㈱〔千葉〕 千葉 47 0 3 3 41 6 12.8%
11 ㈲ニュｰ千都タクシｰ 千葉 42 0 3 3 36 6 14.3%
12 ㈲第一構内タクシー 千葉 42 0 3 3 36 6 14.3%
13 ㈱スター交通 千葉 35 0 1 4 30 5 14.3%
14 ㈱鹿野タクシー 千葉 34 0 2 0 32 2 5.9%
15 新興タクシー㈲ 千葉 34 0 2 0 32 2 5.9%
16 西岬観光㈱ 千葉 34 0 5 0 29 5 14.7%
17 両総交通㈱ 千葉 30 0 2 0 28 2 6.7%

－15－

17 両総交通㈱ 千葉 30 0 2 0 28 2 6.7%
18 ㈱椿森タクシー 千葉 30 0 2 0 28 2 6.7%
19 ㈱蘇我タクシー 千葉 30 0 2 0 28 2 6.7%
20 浅間タクシー㈲ 千葉 28 0 3 0 25 3 10.7%
21 本千葉タクシー㈱ 千葉 27 0 2 0 25 2 7.4%
22 坂月タクシー㈱ 千葉 27 0 2 0 25 2 7.4%
23 白山自動車交通㈲ 千葉 26 0 2 2 22 4 15.4%
24 さかい陸運倉庫㈱ 千葉 25 0 1 1 23 2 8.0%
25 ㈲ダイヤタクシー 千葉 24 0 2 0 22 2 8.3%
26 ㈱ｳﾙﾏﾂｱ-ﾘﾝｸﾞｻ-ﾋﾞｽ 千葉 22 0 1 0 21 1 4.5%
27 ㈲千葉港交通 千葉 17 0 1 0 16 1 5.9%
28 長沼交通㈲ 千葉 16 0 1 0 15 1 6.3%
29 ㈲検見川交通 千葉 16 0 1 0 15 1 6.3%
30 さつき交通㈱ 千葉 16 0 1 0 15 1 6.3%
31 和光タクシー㈱ 千葉 16 0 1 0 15 1 6.3%
32 大房交通㈲ 千葉 15 0 1 2 12 3 20.0%
33 ㈲東部交通 千葉 15 0 0 1 14 1 6.7%
34 山川タクシー㈲ 千葉 14 0 1 0 13 1 7.1%
35 ㈱すみれタクシー 千葉 14 0 1 0 13 1 7.1%
36 協和交通㈲ 千葉 13 0 1 0 12 1 7.7%
37 ニュｰ千葉タクシー㈲ 千葉 12 0 1 0 11 1 8.3%
38 ㈲はなぞのタクシー 千葉 12 0 1 0 11 1 8.3%
39 まるばやし交通㈱ 千葉 12 0 0 1 11 1 8.3%
40 船橋交通㈱ 千葉 12 0 0 1 11 1 8.3%
41 日の丸自動車㈱ 千葉 10 0 1 0 9 1 10.0%
42 ㈲天台タクシー 千葉 9 0 1 0 8 1 11.1%
43 東洋タクシー㈲ 千葉 9 0 0 0 9 0 0.0%
44 なかやタクシー㈲ 千葉 8 0 1 0 7 1 12.5%
45 南総タクシー㈱ 千葉 6 0 0 0 6 0 0.0%

【廃止】都自動車㈱ 千葉 24 0 24 0 0 24 100.0%
1,532 0 131 52 1,349 183 11.9%



２．各事業者ごとの事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（北総地区）２．各事業者ごとの事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（北総地区）

法人タクシー
平成２３年９月３０日現在

No 事業者名 交通圏 基準車両数 新規・増車数
減車数

（運送法）
減車数

（事業再構築）
認定後車両数 総減休車数 総減休車率

1 ㈱千葉交タクシー 北総 74 0 2 6 66 8 10.8%
2 佐倉交通㈱ 北総 64 0 4 3 57 7 10.9%
3 参光タクシー㈱ 北総 49 0 3 2 44 5 10.2%
4 ㈲芝山タクシー 北総 48 0 3 3 42 6 12.5%
5 三ツ矢タクシー㈱ 北総 41 0 2 3 36 5 12.2%
6 成田タクシー㈱ 北総 39 0 2 2 35 4 10.3%
7 エアポート交通㈱ 北総 38 0 2 1 35 3 7.9%
8 成田ｴｱﾎﾟー ﾄﾀｸｼｰ㈱ 北総 35 0 2 1 32 3 8.6%
9 八街タクシー㈱ 北総 30 0 2 1 27 3 10.0%
10 志津タクシー㈲ 北総 27 0 3 0 24 3 11.1%
11 ㈲都市交通タクシー 北総 26 0 3 0 23 3 11.5%
12 国際空港交通㈱ 北総 24 0 3 0 21 3 12.5%
13 船尾タクシー㈲ 北総 23 0 0 2 21 2 8.7%
14 北総交通㈱ 北総 21 0 0 3 18 3 14.3%
15 多古タクシー㈲ 北総 20 0 2 0 18 2 10.0%

－16－

15 多古タクシー㈲ 北総 20 0 2 0 18 2 10.0%
16 潤間乗用自動車㈲ 北総 20 0 1 0 19 1 5.0%
17 さがみ交通ﾘﾑｼﾞﾝ㈱ 北総 15 0 1 0 14 1 6.7%
18 北総自動車㈱ 北総 15 0 1 0 14 1 6.7%
19 ㈲大成交通 北総 15 0 2 0 13 2 13.3%
20 ㈱千葉観光 北総 14 0 1 0 13 1 7.1%
21 ㈲相互ｴｱﾎﾟｰﾄﾀｸｼｰ 北総 14 0 3 0 11 3 21.4%
22 佐原タクシー㈱ 北総 12 0 1 0 11 1 8.3%
23 ㈲神崎交通 北総 12 0 0 0 12 0 0.0%
24 ニュー成田交通㈱ 北総 11 0 0 1 10 1 9.1%
25 東関交通㈱ 北総 10 0 0 0 10 0 0.0%
26 （合）小見川タクシー 北総 10 0 1 0 9 1 10.0%
27 ㈱相互自動車 北総 10 0 2 0 8 2 20.0%
28 さがみ交通白井㈲ 北総 10 0 1 0 9 1 10.0%
29 ㈱ハロｰ・トｰキョｰ 北総 9 0 2 0 7 2 22.2%
30 東京エムケイ㈱ 北総 8 0 3 0 5 3 37.5%
31 ㈲本埜タクシー 北総 8 0 2 0 6 2 25.0%
32 今井タクシー㈲ 北総 7 0 0 0 7 0 0.0%
33 松崎交通㈱ 北総 6 0 0 0 6 0 0.0%
34 ㈲誠タクシー 北総 6 0 0 1 5 1 16.7%
35 ㈲白井タクシー 北総 6 0 0 0 6 0 0.0%
36 坂月タクシー㈱ 北総 6 0 0 0 6 0 0.0%
37 ㈲相孝 北総 5 0 0 0 5 0 0.0%
38 ㈲東庄タクシー 北総 5 0 0 0 5 0 0.0%
39 ㈲府馬タクシー 北総 4 0 0 0 4 0 0.0%
40 ㈱ＧＭＩ 北総 1 0 0 0 1 0 0.0%
41 ㈱芝山観光 北総 0 5 0 0 5 -5 #DIV/0!

798 5 54 29 720 78 9.8%



２．各事業者ごとの事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（市原地区）２．各事業者ごとの事業再構築（減・休車）の認定・実施状況（市原地区）

法人タクシー

平成２３年９月３０日現在

No 事業者名 交通圏 基準車両数 新規・増車数
減車数

（運送法）
減車数

（事業再構築）
認定後車両数 総減休車数 総減休車率

1 ㈱ｳﾙﾏﾂｱ-ﾘﾝｸﾞｻ-ﾋﾞｽ 市原 96 0 4 7 85 11 11.5%
2 小湊タクシー㈱ 市原 54 0 3 4 47 7 13.0%
3 市原ベイタクシー㈱ 市原 35 0 4 1 30 5 14.3%
4 姉ヶ崎タクシー㈱ 市原 33 0 0 4 29 4 12.1%
5 白鳥タクシー㈲ 市原 28 0 0 3 25 3 10.7%
6 ㈲潤井戸タクシー 市原 28 0 2 1 25 3 10.7%
7 市原興業㈱ 市原 28 0 3 0 25 3 10.7%
8 千葉交通興業㈲ 市原 24 0 0 3 21 3 12.5%
9 ㈲川岸タクシー 市原 23 0 2 1 20 3 13.0%
10 ㈲丸恵タクシー 市原 20 0 2 0 18 2 10.0%
11 ㈲鶴岡タクシー 市原 14 0 3 0 11 3 21.4%
12 辰巳興業㈱ 市原 12 0 0 2 10 2 16.7%
13 牛久タクシー㈱ 市原 11 0 1 0 10 1 9.1%

－17－

13 牛久タクシー㈱ 市原 11 0 1 0 10 1 9.1%
14 南総タクシー㈲ 市原 10 0 1 1 8 2 20.0%
15 ㈲市原タクシー 市原 10 0 0 1 9 1 10.0%
16 市原ひかりﾀｸｼｰ㈲ 市原 10 0 1 0 9 1 10.0%
17 ㈲馬立タクシー 市原 5 0 0 0 5 0 0.0%

441 0 26 28 387 54 12.2%



３．車両数と総需要量、総供給量、日車営収の推移（東葛地区）３．車両数と総需要量、総供給量、日車営収の推移（東葛地区）

総需要量（総実車キロ）は低迷が続いており、直近でもほぼ水面下での推移となっている。
供給面では、特定事業計画の認定を受けて事業再構築（減休車）が進んでいることから、総供給量（延べ実働車両数）は、着実に減少し

ている。
一方、日車営収は、平成２１年１０月のタクシー適正化・活性化法施行以降、若干回復傾向となってきており、これは供給量の減少が

下支えしているものとみられる。
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３．車両数と総需要量、総供給量、日車営収の推移（千葉地区）３．車両数と総需要量、総供給量、日車営収の推移（千葉地区）

総需要量（総実車キロ）は低迷が続いていたが、直近の５、６月は大震災による家屋調査等の需要増加により前年同月比を上回っている。
供給面では、特定事業計画の認定を受けて事業再構築（減休車）が進んでいることから、総供給量（延べ実働車両数）は、着実に減少し

ている。
一方、日車営収は、平成２１年１０月のタクシー適正化・活性化法施行以降、若干回復傾向となってきており、これは供給量の減少が

下支えしているものとみられる。
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車両台数 延べ実働車両数（総供給） 総実車キロ（総需要） 日車営収
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３．車両数と総需要量、総供給量、日車営収の推移（北総地区）３．車両数と総需要量、総供給量、日車営収の推移（北総地区）

総需要量（総実車キロ）は低迷が続いており、直近でもほぼ水面下での推移となっている。
供給面では、特定事業計画の認定を受けて事業再構築（減休車）が進んでいることから、総供給量（延べ実働車両数）は、着実に減少し

ている。
一方、日車営収は、平成２１年１０月のタクシー適正化・活性化法施行以降、若干回復傾向となってきており、これは供給量の減少が

下支えしているものとみられる。

1,000

1,100

1,200

95.0%

105.0%

115.0%

100％

（前年同月比）

600

700

800

900

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

H
2
0
.7

H
2
0
.8

H
2
0
.9

H
2
0
.1

0

H
2
0
.1

1

H
2
0
.1

2

H
2
1
.1

H
2
1
.2

H
2
1
.3

H
2
1
.4

H
2
1
.5

H
2
1
.6

H
2
1
.7

H
2
1
.8

H
2
1
.9

H
2
1
.1

0

H
2
1
.1

1

H
2
1
.1

2

H
2
2
.1

Ｈ
２

２
．

２

Ｈ
２

２
．

３

Ｈ
２

２
．

４

Ｈ
２

２
．

５

Ｈ
２

２
．

６

Ｈ
２

２
．

７

Ｈ
２

２
．

８

H
２

２
．

９

H
２

２
．

１
０

H
２

２
．

１
１

H
２

２
．

１
２

H
２

３
．

１

H
２

３
．

２

H
２

３
．

３

H
２

３
．

４

H
２

３
．

５

H
２

３
．

６

車両台数 延べ実働車両数（総供給） 総実車キロ（総需要） 日車営収

－20－



３．車両数と総需要量、総供給量、日車営収の推移（市原地区）３．車両数と総需要量、総供給量、日車営収の推移（市原地区）

総需要量（総実車キロ）は低迷が続いており、直近でもほぼ水面下での推移となっている。
供給面では、特定事業計画の認定を受けて事業再構築（減休車）が進んでいることから、総供給量（延べ実働車両数）は、着実に減少し

ている。
一方、日車営収は、平成２１年１０月のタクシー適正化・活性化法施行以降、若干回復傾向となってきており、これは供給量の減少が

下支えしているものとみられる。
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４．各種指標の比較 （東葛地区）〔１／３〕４．各種指標の比較 （東葛地区）〔１／３〕

車両数の推移

1,224 1,224 1,224 1,226 1,229 
1,230 1,230 1,230 1,230 1,227 1,230 1,230 

1,246 1,246 
1,241 1,241 

1,240 
1,240 1,238 1,235 1,235 1,235 1,235 1,232 1,232 1,232 

1,215 1,215 1,215 1,215 1,214 1,214 1,201 
1,200 

1,200 
1,200 1,200 

1,181 1,173 1,168 1,166 1,165 1,162 1,158 

1,145 
1,128 1,128 1,127 

1,100 

1,150 

1,200 

1,250 

1,300 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

車両数の推移
車両数（H19.7～） 車両数（H20.7～） 車両数（H21.7～） 車両数（H22.7～）（両）

－22－

延べ実働車両数の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

29,314 
28,906 

28,201 

29,679 28,644 
29,925 

28,132 27,549 

29,470 

28,586 

28,644 

28,200 

29,344 

28,303 28,195 

29,334 

27,803 

29,865 

28,024 

26,751 

29,528 

29,032 

28,835 28,835 

29,991 

28,932 

28,826 

30,290 

28,856 

30,738 

29,026 

27,054 

30,056 

29,056 

28,801 28,885 

29,679 

28,835 28,665 

29,433 

28,540 

30,041 

28,377 

26,515 

29,362 

28,411 
28,091 

27,883 

26,000 

27,000 

28,000 

29,000 

30,000 

31,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

延べ実働車両数の推移
実働車両数（H19.7～） 実働車両数（H20.7～） 実働車両数（H21.7～） 実働車両数（H22.7～）（両）



４．各種指標の比較 （東葛地区）〔２／３〕４．各種指標の比較 （東葛地区）〔２／３〕

輸送人員の推移

1,124 
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900 

1,000 
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1,200 

1,300 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

輸送人員の推移
輸送人員（H19.7～） 輸送人員（H20.7～） 輸送人員（H21.7～） 輸送人員（H22.7～）（千人）

－23－

営業収入の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

1,089 
1,067 

1,035 1,026 1,011 

1,235 
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営業収入の推移
営業収入（H19.7～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～）（百万円）



４．各種指標の比較 （東葛地区）〔３／３〕４．各種指標の比較 （東葛地区）〔３／３〕

日車営収の推移

37,155 36,922 
36,698 

34,556 
35,283 

41,262 

36,326 37,621 
37,445 36,812 

35,283 35,020 36,213 35,966 

34,549 33,964 33,730 

38,794 

34,335 
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39,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車営収の推移
日車営収（H19.7～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～）（円）

－24－

日車実車キロの推移

29,651 29,716 
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

97.1 96.5 95.1 

90.4 
92.3 

103.2 

90.0 

92.5 91.4 91.4 

86.8 

86.4 
89.0 88.2 

84.6 83.5 83.5 

95.0 

84.9 

80.0 

83.9 

80.0 75.9 
78.8 

81.3 

76.7 

73.1 
76.5 75.5 

87.4 

75.3 

77.3 
81.0 

81.3 

73.1 
76.3 

82.7 
76.6 77.8 

75.2 73.9 

86.6 

75.2 76.5 

80.1 

71.7 73.1 
76.7 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

110.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車実車キロの推移
日車実車キロ（H19.7～） 日車実車キロ（H20.7～） 日車実車キロ（H21.7～） 日車実車キロ（H22.7～）（km）



４．各種指標の比較 （千葉地区）〔１／３〕４．各種指標の比較 （千葉地区）〔１／３〕

車両数の推移
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7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

車両数の推移
車両数（H19.7～） 車両数（H20.7～） 車両数（H21.7～） 車両数（H22.7～）（両）

－25－

延べ実働車両数の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

32,403 31,602 

30,580 
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32,778 
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7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

延べ実働車両数の推移
実働車両数（H19.7～） 実働車両数（H20.7～） 実働車両数（H21.7～） 実働車両数（H22.7～）（両）



４．各種指標の比較 （千葉地区）〔２／３〕４．各種指標の比較 （千葉地区）〔２／３〕

輸送人員の推移
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650 
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850 
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7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

輸送人員の推移
輸送人員（H19.7～） 輸送人員（H20.7～） 輸送人員（H21.7～） 輸送人員（H22.7～）（千人）

－26－

営業収入の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

1,023 
997 

944 
991 

966 

1,205 

957 954 

1,037 
986 

946 933 
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営業収入の推移
営業収入（H19.7～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～）（百万円）



４．各種指標の比較 （千葉地区）〔３／３〕４．各種指標の比較 （千葉地区）〔３／３〕

日車営収の推移

31,560 31,544 

30,879 30,359 
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36,760 

30,966 
31,923 

32,807 31,917 

30,379 30,722 31,422 
30,495 

29,465 
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30,297 
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27,019 26,594 26,873 
27,955 

24,000 

29,000 

34,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車営収の推移
日車営収（H19.7～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～）（円）

－27－

日車実車キロの推移

25,039 
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

83.4 83.8 82.6 81.5 
83.8 

93.1 

78.3 

80.9 
83.0 

80.3 

76.2 

77.1 78.6 
76.1 

73.2 73.7 
71.6 

83.4 

73.1 

68.1 

71.9 

68.1 
64.3 

67.4 

69.6 

66.0 

63.4 
67.2 67.6 

77.4 

67.3 

65.5 
70.3 

68.8 

62.3 
65.5 

69.0 65.9 66.0 65.2 64.0 

75.0 

63.8 
64.8 

66.6 
65.0 

66.6 
68.7 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車実車キロの推移
日車実車キロ（H19.7～） 日車実車キロ（H20.7～） 日車実車キロ（H21.7～） 日車実車キロ（H22.7～）（km）



４．各種指標の比較 （北総地区）〔１／３〕４．各種指標の比較 （北総地区）〔１／３〕

車両数の推移

801 803 804 
798 807 

807 806 
797 797 797 797 798 

802 
799 

799 796 
796 

796 794 794 

809 805 805 
798 796 796 798 793 793 793 790 

767 762 
759 

755 
755 755 755 754 751 

743 739 739 739 

736 735 731 727 

700 

750 

800 

850 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

車両数の推移
車両数（H19.7～） 車両数（H20.7～） 車両数（H21.7～） 車両数（H22.7～）（両）

－28－

延べ実働車両数の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

18,082 

18,337 

17,877 

18,777 
18,140 

18,839 

18,170 

17,496 

18,710 

17,694 

18,562 

17,919 

18,799 

18,130 
17,814 

18,686 

17,951 

18,830 

17,962 

16,668 

18,712 

18,069 
18,522 

18,240 

18,785 

18,130 

17,626 

18,410 

17,524 

18,533 

17,681 

16,416 

18,396 

17,286 
17,712 

17,551 

18,269 

17,543 17,641 

18,142 

17,554 

18,237 

17,395 

16,072 

17,705 

16,722 

17,102 
16,886 

16,000 

16,500 

17,000 

17,500 

18,000 

18,500 

19,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

延べ実働車両数の推移
実働車両数（H19.7～） 実働車両数（H20.7～） 実働車両数（H21.7～） 実働車両数（H22.7～）（両）



４．各種指標の比較 （北総地区）〔２／３〕４．各種指標の比較 （北総地区）〔２／３〕

輸送人員の推移

371 
369 

346 

356 
350 

395 

338 323 

356 
345 340 

325 

354 
343 

317 
322 

306 

361 

309 

268 

322 

304 284 291 

315 

302 

276 

295 

345 
362 

284 

270 

314 
307 

281 285 

318 
304 301 295 

268 

321 

275 

256 254 
243 

252 
260 

240 

290 

340 

390 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

輸送人員の推移
輸送人員（H19.7～） 輸送人員（H20.7～） 輸送人員（H21.7～） 輸送人員（H22.7～）（千人）

－29－

営業収入の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

587 

528 525 
552 

538 

615 

519 516 

572 
546 

531 519 548 
518 

490 

503 476 

541 

451 

403 

491 

452 

416 
427 464 438 

422 

451 
433 

494 

415 

395 

478 

457 419 
430 

475 

432 
450 449 

411 

472 

393 
374 

435 

362 366 
388 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

営業収入の推移
営業収入（H19.7～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～）（百万円）



４．各種指標の比較 （北総地区）〔３／３〕４．各種指標の比較 （北総地区）〔３／３〕

日車営収の推移

32,460 

28,793 29,368 29,419 29,658 

32,665 

28,543 29,476 

30,568 
30,840 

28,606 28,973 
29,142 

28,588 
27,532 26,943 26,515 

28,706 

25,128 

24,185 

26,217 

25,034 22,481 23,437 24,699 24,141 

23,919 
24,479 24,704 

26,641 

23,455 

24,073 25,997 

26,455 

23,648 
24,517 

26,016 

24,616 
25,505 

24,759 

23,385 

25,866 

22,566 
23,277 

24,557 

21,673 21,373 

22,992 

21,000 

26,000 

31,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車営収の推移
日車営収（H19.7～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～）（円）

－30－

日車実車キロの推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

96.8 

92.3 93.2 93.7 94.5 
96.6 

85.8 

88.4 
90.6 91.7 

84.5 

86.9 
85.3 84.8 

81.5 80.8 
78.2 83.1 

74.3 

70.4 

76.4 

73.3 
66.1 

67.6 
71.2 

70.3 70.3 71.7 72.2 

76.4 

68.6 

70.2 
75.2 

75.5 

69.8 70.8 

77.1 

71.4 
73.4 

71.2 
67.6 

73.0 

64.3 
66.3 

70.4 

60.7 60.4 

65.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車実車キロの推移
日車実車キロ（H19.7～） 日車実車キロ（H20.7～） 日車実車キロ（H21.7～） 日車実車キロ（H22.7～）（km）



４．各種指標の比較 （市原地区）〔１／３〕４．各種指標の比較 （市原地区）〔１／３〕

車両数の推移

427 427 427 428 
427 426 426 426 426 426 426 426 

437 
440 443 443 

443 
443 444 443 

440 440 441 441 441 441 

421 420 420 420 420 420 418 
418 

418 
418 418 418 

414 414 414 414 413 
410 

407 407 
405 

401 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

車両数の推移
車両数（H19.7～） 車両数（H20.7～） 車両数（H21.7～） 車両数（H22.7～）（両）

－31－

延べ実働車両数の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

9,285 

9,088 

8,798 

9,601 

9,398 

9,580 

8,913 
8,810 

9,390 

9,238 
9,350 

9,251 

9,803 

9,056 
9,051 

9,727 

9,115 

9,812 

9,109 

8,687 

9,650 

9,420 

9,156 

9,496 

9,938 

9,311 

9,253 

9,697 

9,052 

9,752 

9,002 

8,741 

9,610 

9,347 9,386 
9,534 

9,638 

9,269 
9,405 9,461 

9,285 

9,768 

9,036 

8,709 

9,637 

9,315 
9,183 

9,393 

8,400 

8,900 

9,400 

9,900 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

延べ実働車両数の推移
実働車両数（H19.7～） 実働車両数（H20.7～） 実働車両数（H21.7～） 実働車両数（H22.7～）（両）



４．各種指標の比較 （市原地区）〔２／３〕４．各種指標の比較 （市原地区）〔２／３〕

輸送人員の推移

190 
189 

182 
184 

182 

211 

167 
165 

179 181 173 169 178 

166 160 

169 

156 

192 

155 

137 

161 

155 142 150 

158 

141 
134 

149 
140 

171 

138 

129 

149 

154 

137 142 
148 

141 
150 

140 
134 

166 

130 
124 

115 

128 128 
135 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

輸送人員の推移
輸送人員（H19.7～） 輸送人員（H20.7～） 輸送人員（H21.7～） 輸送人員（H22.7～）（千人）

－32－

営業収入の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

230 
224 222 

233 230 

283 

224 224 

244 243 

233 228 
235 

217 213 

229 
207 

263 

202 

184 

216 

205 

189 

200 208 

182 

178 

193 
182 

232 

178 

170 

198 203 
179 187 

195 

175 

178 

183 177 

222 

168 
162 

168 168 168 
180 

150 

200 

250 

300 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

営業収入の推移
営業収入（H19.7～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～）（百万円）



４．各種指標の比較 （市原地区）〔３／３〕４．各種指標の比較 （市原地区）〔３／３〕

日車営収の推移

24,770 24,602 25,249 
24,296 24,475 

29,515 

25,107 
25,454 

26,031 
26,274 

24,907 24,693 

24,017 23,923 23,561 
23,491 

22,744 

26,794 

22,209 

21,139 

22,407 

21,800 
20,664 21,086 

20,904 
19,495 

19,214 
19,874 20,099 

23,765 

19,768 

19,429 
20,595 

21,677 

19,044 
19,650 

20,208 18,905 18,909 19,347 19,109 

22,734 

18,583 
18,549 

17,466 
18,021 18,265 

19,172 

17,000 

22,000 

27,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車営収の推移
日車営収（H19.7～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～）（円）

－33－

日車実車キロの推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

70.7 70.6 71.9 
69.9 70.2 

80.0 

66.3 

67.3 68.7 69.6 

65.6 

65.6 
63.6 63.1 61.7 61.8 

59.7 

70.1 

58.1 

55.1 

58.5 
57.3 

54.3 55.5 

54.6 

50.8 
50.0 

52.1 52.8 

62.4 

51.8 

50.8 

54.0 

56.6 

49.9 51.5 

52.6 49.2 49.1 50.6 50.1 

59.4 

48.7 
48.3 45.4 46.9 47.4 

50.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車実車キロの推移
日車実車キロ（H19.7～） 日車実車キロ（H20.7～）（km）



５．日車営収からみるタクシー適正化・活性化法の効果（東葛地区）５．日車営収からみるタクシー適正化・活性化法の効果（東葛地区）

東葛地区の平成２３年４月の日車営収は、対前年同期比８９．２％である。しかしながら、総需要が減少する中、実際の減休車の効果は
この日車営収の前年同期比以上と推測される。

そこで、需要（営業収入）と供給（実働車両数）を以下の条件により仮定した上で比較することとする。
・減休車が行われなかったと仮定し、『「需要（営業収入）は当月実績値」、「供給（実働車両数）は前年同月値」』とした仮想日車営収で

みると、当月の日車営収実績を１００％とした場合、９７．７８％となる。
・また、需要が減少しなかったと仮定し、『「需要（営業収入）は前年同月値」、「供給（実働車両数）は当月実績値』とした仮想日車営収で

みると、当月の日車営収実績を１００％とした場合、１１４．６０％となる。

114.60%
115.0%

120.0%

－34－

減休車実施済みで
需要が前年並みの場合

減休車未実施で
需要が実績値の場合

日車営収の実績値

98.96% 99.66% 99.44%

97.17%
98.90%

97.73% 97.76% 98.01% 97.69% 97.78% 97.53%
96.53%

99.50%
100.52%

93.46%

104.94%
103.85% 103.94% 103.25% 103.65%

105.37%

102.06% 101.63%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

H22.7 H22.8 H22.9 H22.10 H22.11 H22.12 H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6



５．日車営収からみるタクシー適正化・活性化法の効果（千葉地区）５．日車営収からみるタクシー適正化・活性化法の効果（千葉地区）

千葉地区の平成２３年４月の日車営収は、対前年同期比９６．１％である。しかしながら、総需要が減少する中、実際の減休車の効果は
この日車営収の前年同期比以上と推測される。

そこで、需要（営業収入）と供給（実働車両数）を以下の条件により仮定した上で比較することとする。
・減休車が行われなかったと仮定し、『「需要（営業収入）は当月実績値」、「供給（実働車両数）は前年同月値」』とした仮想日車営収で

みると、当月の日車営収実績を１００％とした場合、９６．４２％となる。
・また、需要が減少しなかったと仮定し、『「需要（営業収入）は前年同月値」、「供給（実働車両数）は当月実績値』とした仮想日車営収で

みると、当月の日車営収実績を１００％とした場合、１０７．９０％となる。

109.20%
107.90%

110.0%

115.0%

減休車実施済みで
需要が前年並みの場合

日車営収の実績値

減休車未実施で
需要が実績値の場合

97.41% 97.01%

99.70%

97.18%

100.24%

97.23% 97.34%
96.35% 95.88% 96.42%

98.26% 98.20%

103.14% 103.32%

95.11%

104.28%

102.41%
103.86%

103.26%
104.20%

107.90%

94.82%
96.07%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

H22.7 H22.8 H22.9 H22.10 H22.11 H22.12 H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6

－35－



５．日車営収からみるタクシー適正化・活性化法の効果（北総地区）５．日車営収からみるタクシー適正化・活性化法の効果（北総地区）

北総地区の平成２３年４月の日車営収は、対前年同期比８１．９％である。しかしながら、総需要が減少する中、実際の減休車の効果は
この日車営収の前年同期比以上と推測される。

そこで、需要（営業収入）と供給（実働車両数）を以下の条件により仮定した上で比較することとする。
・減休車が行われなかったと仮定し、『「需要（営業収入）は当月実績値」、「供給（実働車両数）は前年同月値」』とした仮想日車営収で

みると、当月の日車営収実績を１００％とした場合、９６．７４％となる。
・また、需要が減少しなかったと仮定し、『「需要（営業収入）は前年同月値」、「供給（実働車両数）は当月実績値』とした仮想日車営収で

みると、当月の日車営収実績を１００％とした場合、１２６．１８％となる。

126.18%

125.0%

130.0%

－36－

減休車実施済みで
需要が前年並みの場合

減休車未実施で
需要が実績値の場合

日車営収の実績値
97.25% 96.76%

100.09%
98.54%

100.17%
98.40% 98.38% 97.90%

96.24% 96.74% 96.56% 96.21%
97.62%

101.35%

93.70%

100.33%

105.46% 104.67%
105.65% 105.63%

110.00%

114.59%

110.83%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

120.0%

H22.7 H22.8 H22.9 H22.10 H22.11 H22.12 H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6



５．日車営収からみるタクシー適正化・活性化法の効果（市原地区）５．日車営収からみるタクシー適正化・活性化法の効果（市原地区）

市原地区の平成２３年４月の日車営収は、対前年同期比８３．１％である。しかしながら、総需要が減少する中、実際の減休車の効果は
この日車営収の前年同期比以上と推測される。

そこで、需要（営業収入）と供給（実働車両数）を以下の条件により仮定した上で比較することとする。
・減休車が行われなかったと仮定し、『「需要（営業収入）は当月実績値」、「供給（実働車両数）は前年同月値」』とした仮想日車営収で

みると、当月の日車営収実績を１００％とした場合、９９．６６％となる。
・また、需要が減少しなかったと仮定し、『「需要（営業収入）は前年同月値」、「供給（実働車両数）は当月実績値』とした仮想日車営収で

みると、当月の日車営収実績を１００％とした場合、１２０．７０％となる。

117.59%

120.70%

120.0%

125.0%

－37－

減休車実施済みで
需要が前年並みの場合

減休車未実施で
需要が実績値の場合

日車営収の実績値

96.98%

99.55%

101.64%

97.57%

102.57%

100.16% 100.38% 99.63% 100.28% 99.66%
97.84% 98.52%

106.67%

103.59%

99.97%

105.29%

102.54%
104.36%

105.98%
105.13%

106.56%

104.03%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

H22.7 H22.8 H22.9 H22.10 H22.11 H22.12 H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6



６．タクシー運転者の平均賃金の推移（東葛地区）６．タクシー運転者の平均賃金の推移（東葛地区）

タクシー運転者の平均賃金（対前年同期比）は、水面下での推移が続いているものの、営業収入（対前年同期比）と
比較すると、大震災直後の需要低迷以前は営業収入を上回る水準で推移しており、６月には再び営業収入を上回る
水準となっている。

これは、業績が伸び悩む中で、供給量の減少が下支えしているものとみられる。

102.5%

99.3%

105.0%

110.0%

営業収入 平均賃金

（前年同月比）

－38－

注１）定時制乗務員を除く。
注２）賞与を除く。

96.9% 96.5%
94.9%

87.3%

98.0% 98.4%

97.9% 97.5%

85.5%

93.7%

99.3%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6



６．タクシー運転者の平均賃金の推移（千葉地区）６．タクシー運転者の平均賃金の推移（千葉地区）

タクシー運転者の平均賃金（対前年同期比）は、水面下での推移が続いているものの、営業収入（対前年同期比）と
比較すると、大震災直後の需要低迷以前は営業収入をほぼ上回る水準で推移しており、６月には再び回復傾向となっ
ている。

これは、業績が伸び悩む中で、供給量の減少が下支えしているものとみられる。

105.5%
104.1%

102.4%

105.0%

110.0%

営業収入 平均賃金

（前年同月比）

－39－

注１）定時制乗務員を除く。
注２）賞与を除く。

96.8%
96.0%

91.6%
92.7%96.3% 96.3% 95.7%

85.7%

98.4%

102.4%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6



６．タクシー運転者の平均賃金の推移（北総地区）６．タクシー運転者の平均賃金の推移（北総地区）

タクシー運転者の平均賃金（対前年同期比）は、水面下での推移が続いているものの、営業収入（対前年同期比）と
比較すると、大震災直後の需要低迷以前は営業収入を上回る水準で推移しており、６月には再び営業収入を上回る
水準となっている。

これは、業績が伸び悩む中で、供給量の減少が下支えしているものとみられる。

95.8% 95.0%
96.3%

100.0%

105.0%

110.0%

営業収入 平均賃金

（前年同月比）

－40－

注１）定時制乗務員を除く。
注２）賞与を除く。

94.7% 94.7%

90.9%

79.3%

87.3%

90.2%

95.8% 95.0%
96.3%

76.9%

85.6%

91.1%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6



６．タクシー運転者の平均賃金の推移（市原地区）６．タクシー運転者の平均賃金の推移（市原地区）

タクシー運転者の平均賃金（対前年同期比）は、水面下での推移が続いているものの、営業収入（対前年同期比）と
比較すると、大震災直後の需要低迷以前は営業収入をほぼ上回る水準で推移しており、６月には再び営業収入を上回
る水準となっている。

これは、業績が伸び悩む中で、供給量の減少が下支えしているものとみられる。

98.4%
99.3%

100.0%

105.0%

110.0%

営業収入 平均賃金

（前年同月比）
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注１）定時制乗務員を除く。
注２）賞与を除く。

94.4% 95.1%

85.0%

82.8%

93.8%

96.1%93.5%

98.4%

92.5%

82.8%

92.2%

99.3%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6



７．タクシー運転者数の推移 （東葛・千葉・北総・市原地区）７．タクシー運転者数の推移 （東葛・千葉・北総・市原地区）

法人タクシー

2,737 2,748 2,759 2,750 2,740 2,732 2,715 2,716 2,718 2,700 2,694 2,696

2,687 2,672 2,658 2,654 2,651 2,644 2,636 2,629 2,621 2,601 2,591 2,582

1,597 1,589 1,580 1,583 1,586 1,572 1,578 1,576 1,575 1,568 1,573 1,568

736 741 746 746 745 745 745 748 751 753 750 749

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H22.7 H22.8 H22.9 H22.10 H22.11 H22.12 H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6

東葛地区 千葉地区 北総地区 市原地区
（人）
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個人タクシー

（千葉県タクシー運転者登録センター調べ）

H22.7 H22.8 H22.9 H22.10 H22.11 H22.12 H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6

106 106 105 105 105 105 104 103 103 102 102 102

364 364 363 360 355 353 351 351 351 350 347 345

100

150

200

250

300

350

400

H22.7 H22.8 H22.9 H22.10 H22.11 H22.12 H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6

東葛地区 千葉地区（人）



８．タクシー・ハイヤーの事故件数の推移（東葛・千葉・北総・市原地区別）８．タクシー・ハイヤーの事故件数の推移（東葛・千葉・北総・市原地区別）

179

214

192
177

207

177
200

250

東葛 千葉 北総 市原

（件）
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（千葉県警察本部調べ）

156

180
168

150

174

153

121

138

103

127

179 177 177

144

167

123

151

43 45 41
48 43 37

28 34 36
27

15 15 11 15 16 14 18 13 16
9

0

50

100

150

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22



Ⅲ．活性化に向けた取り組み状況

－44－



１．駅周辺の混雑緩和に向けた取組（東葛・千葉地区）１．駅周辺の混雑緩和に向けた取組（東葛・千葉地区）

・ＪＲ松戸駅西口 全日２４時間
東口 平日１９時～２３時

ショットガンシステム（第２プール待機所方式）の導入

導入駅・時間

・ＪＲ柏駅西口 全日８時～２２時

ＪＲ稲毛駅構内における新たな取組

ＪＲ稲毛駅東口は、駅に向かうタクシー車両や自家用車によ
り、夜間に渋滞が発生しており、千葉市役所などに苦情が寄
せられていた。

このため、千葉地区タクシー運営委員会は、平成２３年８月
１日より指導員を配置し、タクシー入構規制を実施した。
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・ＪＲ柏駅西口 全日８時～２２時
東口 日祝祭 １０時～１８時

・ＪＲ我孫子駅北口 全日２４時間
南口 全日２４時間

・ＪＲ千葉駅東口 平日２１時～２５時３０分

指導員を配置

従来のタクシー待機列

ＪＲ松戸駅東口 第２プール



２．多様な運賃割引サービスの提供（東葛・千葉・北総地区）２．多様な運賃割引サービスの提供（東葛・千葉・北総地区）

千葉県警から高齢運転者の交通事故削減の
ため運賃割引導入の要請を受け、平成２１年９
月より、運転経歴証明書を提示した運転免許返
納者に対し、運賃の１割引を実施
※市原地区でも、運転免許返納割引導入に向け準備中

運転免許返納割引（千葉地区）

定額運賃（北総地区）

ＪＲ我孫子駅を発着地として、周辺の名所
旧跡等を巡る観光ルートを設定し、平成２１
年１１月より、割引運賃（約５割引）を実施
※観光ルート別運賃は、このほかＪＲ成田駅でも実施

■ 主な観光コース

○ 白樺文学コース
・我孫子駅～武者小路実篤～柳宗悦・嘉納治五郎～

観光ルート別運賃（東葛地区）
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成田国際空港から東京都特別区武三地区へ
向かうタクシーについて、平成１４年１１月より、
定額による運賃を実施

・Ａゾーン 15,000円 江戸川区、葛飾区など
・Ｂゾーン 18,000円 江東区、墨田区など
・Ｃゾーン 19,000円 中央区、千代田区など
・Ｄゾーン 21,000円 豊島区、新宿区など
・Ｅゾーン 23,000円 板橋区、北区など
・Ｆゾーン 24,000円 世田谷区、杉並区など

定額運賃（北総地区）
・我孫子駅～武者小路実篤～柳宗悦・嘉納治五郎～

白樺文学館～志賀直哉邸～村川堅固別荘～
鳥の博物館～我孫子駅
（所要時間２時間 6,000円）

○ 白樺文学コースと手賀沼遊覧船
・我孫子駅～武者小路実篤～柳宗悦・嘉納治五郎～

白樺文学館～志賀直哉邸～村川堅固別荘～
鳥の博物館～手賀沼遊覧～我孫子駅
（所要時間２時間３０分 7,500円）

○ 我孫子の史跡巡り
・我孫子駅～正泉寺～日秀神社～葺不合神社～

相島芸術文化村～我孫子駅
（所要時間２時間 6,000円）



３．地域社会に密着した活性化への取組（東葛地区）３．地域社会に密着した活性化への取組（東葛地区）

サッカーＪリーグ『柏レイソル』のホームタウンである柏市の柏地区タクシー協会では、昨年から
４００台以上のタクシー車両に応援ステッカーを貼り、後押しをしている。

地域密着型企業として、柏レイソルとともに地域経済を盛り上げ、タクシー需要を押し上げる
活性化効果を図っている。
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（提供：東京交通新聞）

（応援ステッカー）



４．「優しさ」運ぶタクシー４．「優しさ」運ぶタクシー

個別輸送機関としてのタクシーの特性を生かし、妊婦、子ども、高齢者、障害者など、いわゆる
交通弱者と言われる方々の日常生活の移動手段として活躍すべく、ドライバーの資格に加え、
子育てタクシードライバー研修、ケア輸送士、訪問介護員などの資格を取得し、さらなる旅客
サービスの向上に努めている。

介護・福祉タクシー
（東葛・千葉・北総・市原地区）

子育て支援タクシー
（東葛・北総・市原地区）

・妊婦の陣痛時等の送迎
・乳幼児を連れた母親らの送迎

・高齢者の送迎
・要介護者の通院等乗降介助
・障害者の福祉輸送
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・子どもだけの保育園、学童、塾等への送迎
・障害者の福祉輸送
・ケガ等により単独では移動が困難な方の送迎



５．低公害車の導入（千葉、北総、市原地区）５．低公害車の導入（千葉、北総、市原地区）

温暖化対策等環境問題に寄与すべく、環境対応車（ハイブリッド車・電気自動車（ＥＶ車））を
タクシー事業でも導入。

電気自動車（ＥＶ車）ハイブリッド車

○ 導入状況（個タクを含む）平成２３年６月末現在

千葉地区： ２７両 北総地区： １両
市原地区： ４両

○ 導入状況（個タクを含む）平成２３年６月末現在

千葉地区： １両※平成２３年１２月に１両導入予定

市原地区： １両
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市原地区： ４両 市原地区： １両

県内初のＥＶ車
（平成２２年７月）

（提供：東京交通新聞）



６．災害対策及び防犯等への協力（東葛・千葉・北総・市原地区）６．災害対策及び防犯等への協力（東葛・千葉・北総・市原地区）

２４時間地域を広範に走行しているタクシーの特性を生かし、災害状況の情報提供、道路損傷、
犯罪、防犯、交通事故等に遭遇した際の情報提供など、地域安全活動に協力。

タクシー会社は、業務を通じて、広く県民に対して
防犯・交通安全意識の高揚を図るための広報啓発
活動を行うとともに

安全で安心できる県民生活の確保の貢献

◇災害が発生した場合、傷病者等の緊急搬送及び情報収集
・火災発生及び延焼の状況
・救出・救助を必要とする負傷者等の状況
・道路、橋梁の交通状況

地域住民が安心して暮らせるための地域安全活動の協力
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１．犯罪、交通事故の抑制を図るための
活動

２．高齢者の安全・安心な生活を守る
ための活動

３．子どもや女性を守るための活動

等を行い、その過程で得た犯罪、防犯及び交通に
関する情報を警察に通報

※「地域安全に関する覚書」抜粋

平成２１年１２月１４日
千葉県タクシー協会長
千葉県警察本部生活安全部長
千葉県警察本部刑事部長
千葉県警察本部交通部長

◇こどもや高齢者などが安心して暮らせるための地域社会の実現
・学路、学校周辺、公園等におけるこどもの安全確保
・未帰宅児童、高齢者等の手配に伴う発見活動

◇道路損傷等の情報提供
・道路上にある障害物、陥没、段差、標識・街路樹等の転倒

及び街路灯の不点灯の発見

◇ドライブレコーダーの画像の提供
・犯罪の発生情報、犯罪の未然防止のため、

必要な画像データを提供

など、各地域においてタクシー団体等と自治体・警察署が協定を締結



７．「さわやかタクシー運動」の実施（東葛・千葉・北総・市原地区）７．「さわやかタクシー運動」の実施（東葛・千葉・北総・市原地区）

地域住民に愛されるタクシーを目指し、 重点実施期間を設け、「さわやかタクシーカード」の
配布など、旅客接遇を中心としたタクシーサービスの向上に努める。

重点実施期間 「さわやかタクシーカード」の配布 「接客優良運転者表彰」の実施

・毎年１０月１日から３１日までの
１ヶ月間を重点実施期間として
いる

・主要なタクシー乗り場等におい
て、「さわやかタクシーカード」（ハ
ガキ）を利用者に配布し、意見・
要望を旅客サービスの向上に役

・「さわやかタクシーカード」により、
特に接客優良とされた運転者に
対し、千葉県タクシー協会長より
表彰を行っている
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いる 要望を旅客サービスの向上に役
立てている

表彰を行っている

平成２２年度は「ゆめ国体・大会」開催に伴い
９月２１日～１０月３１日実施

利用者より寄せられた
「タクシーカード」 平成２２年度表彰式

１１月２６日開催


